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  この明細書は、青色申告書を提出する中小企業者又は農業協同組合等が、措置法第 67 条の５((中小企業者

等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例))の規定の適用を受ける場合に使用します。 

  なお、この明細書に記載する少額減価償却資産の取得価額の合計額は 300 万円（当期が１年に満たない場合

には 300 万円を 12 で除し、これに当期の月数を乗じて計算した金額。以下同じです。）を超えることはでき

ません。したがって、少額減価償却資産の取得価額の合計額が 300 万円に達するまでの少額減価償却資産を記

載していき、その取得価額の合計額が当該 300 万円を超えないようにしてください。 

 ( )注  資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人でその発行済株式又は出資の総数又は総額の一定割合以

上を大規模法人に所有されている法人については、この制度の適用がありませんので、御注意ください（次

表の「中小企業者の判定」欄に記載して判定してください。）。 
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第 １ 順 位 の 株 式 数 
又 は 出 資 金 の 額 ⒢ ｃ  ｈ  

保 有 割 合 ⒞  
⒜

 ｄ ％  ｉ  

大規模法人合計の株式数 
又 は 出 資 金 の 額 ⒦ ｅ  ｊ  

保 有 割 合 ⒠  
⒜

 ｆ ％ 計
⒢＋⒣＋⒤＋⒥ ｋ  

この表の各欄は、少額減価償却資産を事業の用に供した日の現況により記載するほか、次によります。 

１ ｢保有割合ｄ｣が 50％以上となる場合又は｢保有割合ｆ｣が３分の２（66.666…％）以上となる場合には、この制度

の適用はありませんので御注意ください。 

２ 「大規模法人の保有する株式数等の明細ｇ～ｋ」の各欄は、その法人の株主等のうち大規模法人（資本金の額若

しくは出資金の額が１億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が

千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。）について、その所有する株式数又は出資金の

額の最も多いものから順次記載します。 
 

 

欄 記   載   要   領 注 意 事 項 

「種類１」、「構造２」及び「細目

３」 

 耐用年数省令別表第一から別表第六までに定める種類、

構造及び細目に従って記載しますが、機械及び装置につい

ては、耐用年数省令別表第二の番号を「構造２」に記載し

てください。 

 

「事業の用に供した年月４」  当期の中途で事業の用に供した資産について、その事業

の用に供した年月を記載します。 

 

「法人税法上の圧縮記帳による積

立金計上額６」 

 法第42条から第49条まで((圧縮記帳))の規定の適用を受

ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として

積み立てる方法により経理したときに、その積み立てた金

額（積立限度超過額を除きます。）を記載します。 

「当期の少額減価償却資産の取得

価額の合計額８」 

 各｢７｣の合計額を記載します。  
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別表十六(七) 

 ｢少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」 

１ この明細書の用途 

２ 各欄の記載要領 

３ 根拠条文 
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  この明細書は、法人が一括償却資産について令第 133 条の２((一括償却資産の損金算入))の規定により損金

算入額等の計算を行う場合に使用します。 

 

 

欄 記   載   要   領 注 意 事 項 

「事業の用に供した事業年度又は

連結事業年度１」 

 一括償却資産を事業の用に供した事業年度又は連結事業

年度を、左の欄から早い順に記載します。 

 

「同上の事業年度又は連結事業年

度において事業の用に供した一括

償却資産の取得価額の合計額２」 

 事業の用に供した一括償却資産の取得価額の合計額（以

下「一括償却対象額」といいます。）を記載します。 

 法人が事業の用に供し

た取得価額が 20 万円未満

の減価償却資産のうち、ど

の減価償却資産を一括償

却の対象にするかは、法人

の選択によります。 

 なお、一括償却の対象と

する場合には、一括償却資

産を事業の用に供した日

の属する事業年度の確定

申告書又は中間申告書（当

該事業年度が連結事業年

度に該当する場合には、連

結確定申告書又は連結中

間申告書）に一括償却対象

額の記載があり、かつ、そ

の計算に関する書類を保

存していることが必要で

す。 

「当期の月数３」 ⑴ 当期の月数を記載します。 

  なお、仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合

には、一括償却資産を事業の用に供した日の属する事業

年度においては６月ではなく当期の月数を記載し、翌期

以後の事業年度においては６月と記載します。 

⑵ 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配

（以下「適格組織再編成」といいます。）により引継ぎを

受けた一括償却資産についてその適格組織再編成の日の

属する事業年度の損金算入限度額を計算する場合は、そ

の適格組織再編成の日から当該事業年度終了の日までの

期間の月数を記載します。 

 事業の用に供した日以

後の月数ではありません。

 

 

 

 

「当期損金経理額５」  一括償却対象額につき当期において損金経理をした金額

を記載します。 

 

「前期からの繰越額８」  前期のこの明細書の「翌期への繰越額 10」の金額を記載

します。 

 

「同上のうち当期損金認容額９」  当期に損金算入不足額がある場合において、前期から繰

り越された損金算入限度超過額があるときは、その損金算

入不足額に達するまでは損金に認容されますから、その認

容される金額を記載します。 

 

 

 

  令 133 の２ 

別表十六(八) 

 ｢一括償却資産の損金算入に関する明細書」 

２ 各欄の記載要領 

３ 根拠条文 

１ この明細書の用途 




